
水害ハザードマップ作成業務委託 説明書 
 
                                              （事業担当）近江八幡市危機管理課 

TEL 0748-33-4192 

FAX 0748-33-4193 

 

１．配布資料   仕様書     

  

 

２．委託内容 

 (1) 委 託 名  第１４号 水害ハザードマップ作成業務委託 

 (2) 委託場所  近江八幡市 全域 

 (3) 委託内容  別紙設計書、配布資料のとおり 

 (4) 委託期間  契約締結日 ～ 令和９年３月３１日 

         

３．質疑応答 

 ①質疑受付  令和 ８年 ３月 ３日（火） 午前９：００～１２：００（必着） 

 ②受付場所  危機管理課（近江八幡市役所本庁３階） 

        質疑がある場合は任意様式で質問書を FAX すること。 

なお、送信時には、FAX した旨を電話連絡すること。 

 ③質疑回答  令和 ８年 ３月 ５日（木） 

 ④回答場所  近江八幡市ホームページ（下記アドレス）により確認すること。 

https://www.city.omihachiman.lg.jp/riyoushabetu/jigyousha/nyusatsu/index.html 

                

４．前金払 

      前金払はしない。 

 

５．その他 

 (1) 設計完了後、成果品を納入しても、その内容の委託の完成まで親切、丁寧、誠意を

もって協力をおしまないこと。 

 (2) 仕様書に記載されていない項目で軽微なものについてはご協力願います。 

 (3) 会計検査対象となった場合についてもご協力願います。 

 (4) 委託の内容については、担当職員と十分協議のうえ履行すること。 

 (5) 入札参加については、入札の公平を期すため疑わしい行為は絶対行なわないこと。 

  (6) 測量前、測量後は地元関係者に周知すること。また、測量中に問題が発生したとき

は、必ず担当者に連絡のうえすみやかに対処のこと。 

 (7) 契約金額が100万円以上の委託契約については、TECRIS（測量調査設計業務実績情

報サービス）へ登録をし、登録内容確認書の写しを提出すること。なお契約金額が

100万円以上500万円未満の案件については完了時の登録とする。   

(8) 契約の相手方が、契約履行中の建設工事等について不当要求を受けた場合は、近江

八幡市契約規則第１４条の３の規定に基づき、事業担当課へ報告しなければならな

い。 

(9) 不当要求を受けたにもかかわらず報告を怠った場合は、近江八幡市建設工事等一般

競争入札参加停止及び指名停止基準により処置します。 


